
№１

輸送の安全に関する報告連絡体制

（安全統括管理者）

令和8年6月11日現在

運行管理部長

各営業所
統括運行管理者

運行管理者

整備管理者

運転者

代表取締役社長

専務取締役

常務取締役

貸切事業部長 ハイヤー事業部長 整備管理部長 資産管理部長営業部長


